
オンライン提出すると…

確定申告がさらに簡単に!!
皆さまが、給与所得の源泉徴収票をオンライン提出すると、

従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、

給与所得の情報が自動で入力されるようになります！

従業員の方の確定申告がさらに簡単になりますので、

オンライン提出をお願いします！

給与所得の源泉徴収票を
事業主の皆さまへ

給与所得の情報を正しく連携するため、給与所得の源泉徴収票に記載する、従業員の方の

マイナンバー、氏名（カナ含む）、住所、生年月日等については、記載誤りや不足・不備が無い

ようご注意ください。

事業主の皆さまからオンライン提出された給与所得の源泉徴収票が自動入力の対象となります。

税務署への給与所得の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

等ですが、500万円以下の給与所得の源泉徴収票であっても、オンライン提出した場合は、自動入力

の対象となります。

※ オンライン提出とは、e-Tax又は認定クラウド等による提出のほか、eLTAXの「電子的提出一元化機能」を利用した場合
が該当します。書面や光ディスク等で提出した場合は該当せず、自動入力の対象となりません。

事業主の皆さまへのお願い事業主の皆さまへのお願い

詳しい内容は、国税庁ホームページの特設ページをご覧ください。！

事業主の方

源泉徴収票をオンライン提出 税務署
マイナポータルとの連携で

給与情報を自動入力

従業員の方

自動入力された金額を
確認して

e-Taxで確定申告！

オンライン提出のポイントオンライン提出のポイント

☞

☞

R7.4国税庁 法人番号7000012050002

eLTAXなら、より簡単にオンライン提出が可能です！ （詳細は裏面をご確認ください）

従業員の方の

（国税庁ホームページ）



税務署

市区町村

事業主の方

税務・会計ソフト
※3

PCdesk ※２

【統一CSVファイル】

給与支払報告書をeLTAXで提出する際、「作成区分」欄を「２」とすると、自動的に源泉徴収票
データも作成され、市区町村と税務署へまとめて提出できます！※１

（国税庁ホームページ） （eLTAXホームページ）

詳しい内容は、二次元コードをご確認ください。

負担
軽減

コスト
削減

便利

□✓
□✓
□✓

提出先の市区町村へ自動的に振り分けられます！

給与支払報告書・源泉徴収票を一括提出できます！

個人住民税特別徴収税額通知を電子データで受け取れます！

eLTAXのメリット！

税務・会計ソフトがeLTAXの一括提出に対応していない場合などは、源泉徴収票の提出はe-Taxソフト

（WEB版）をご利用ください。詳細は、e-Taxホームページをご覧ください。

☞

※１ e-Taxの利用者識別番号が必要となります。

※２ PCdeskは、無料で利用可能なeLTAX対応ソフトで、取り込むCSVの件数、容量に制限はありません。

※３ eLTAXの電子的提出一元化機能により、 税務署にも源泉徴収票をまとめて送信できますが、税務・会計

ソフトの対応状況は、各ソフトウェアの問い合わせ窓口等へご確認ください。

氏
名

住
所

支 払
金 額

作成
区分

Ａ
甲
市

６00万円 ２

Ｂ
乙
町

４00万円 ２

0 : 国税分のみ
1 : 地方税分のみ

2 : 国税・地方税分双方

また、支払金額が５００万円以下の源泉徴収票データも税務署に提出されるため、従業員の方
が確定申告書を作成する際の自動入力の対象となります！

☞

お早めの準備をお願いします！

法定調書のe-Tax等による提出義務化の対象基準引下げ

源泉徴収票の提出方法の改正
給与等の支払者が、給与所得の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ提出した場合に

は、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなすこととされました。

上記改正は、令和９年１月１日以後に提出すべき源泉徴収票について適用されます。

令和９年１月以後に提出する法定調書から、基準年の提出枚数が100枚以上から３０枚以上に変更されます。

令和７年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和９年は、法定調書をe-Tax等により

提出する必要があります。

※ 給与支払報告書についても同様にeLTAX等で提出する必要があります。 （国税庁ホームページ）

（e-Taxホームページ）

オススメ！

詳しい内容はこちら


